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告 示

島根県告示第493号

次に掲げる県営土地改良事業の工事は完了したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の２第３項の規定に

より告示する。

平成23年７月19日

島根県知事 溝 口 善兵衛

事 業 名 完了年月日

石見西部地区農道事業（県営広域営農団地農道整備事業） 平成23年１月18日

公 告

採石法（昭和25年法律第291号）第32条の13の規定により、採石業務管理者試験を次のとおり実施するので、採石法施

行規則（昭和26年通商産業省令第６号）第８条の７の規定により公告する。

平成23年７月19日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 試験の日時

平成23年10月14日（金）午前10時から正午まで

（受付は、午前９時30分から行い、遅刻は試験開始後30分まで受験を認める。）

２ 試験会場

大田市大田町大田イ236－４

島根県立男女共同参画センター「あすてらす」 ３階研修室

３ 試験の方法及び科目

次に掲げる科目を筆記試験により行う。

⑴ 岩石の採取に関する法令事項（環境保全関係法令事項を含む。）

⑵ 岩石の採取に関する技術的な事項（岩石の採取、発破、破砕選別、汚濁水の処理、脱水ケーキ（脱水処理に伴って

生ずる湿状の岩石粉）の処理、廃土及び廃石のたい積方法並びに採掘終了時の措置に関する技術的な事項）

４ 提出書類

⑴ 受験願書（所定の様式）

⑵ 写真２枚、うち１枚は受験票に貼り付けること。

（手札形（縦８センチメートル、横６センチメートル）とし、受験願書提出前６月以内に撮影した正面無帽上半身

像で、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの）

⑶ 受験票（所定の様式）

５ 受験手数料

8,000円に相当する額の島根県収入証紙を受験願書の所定の欄に貼り付けること。

６ 受験願書等の請求先

島根県土木部河川課、隠岐支庁県土整備局、隠岐支庁県土整備局島前事業部、各県土整備事務所、各（土木）事業所

又は社団法人島根県採石協会

７ 受験願書等の提出先

〒690－8501 松江市殿町１番地 島根県土木部河川課

８ 受験願書等の受付期間
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平成23年９月１日（木）から平成23年９月14日（水）まで

なお、郵送の場合は、平成23年９月14日までの消印があるものに限り受け付ける。

９ 受験票の交付

受験願書を受理したときは、受験番号を記載した受験票を交付するので、これを試験当日に持参すること。

10 結果発表

試験結果は、平成23年10月31日（月）に郵送にて本人に通知するほか、県庁前掲示板に合格者の受験番号を掲示する

とともに、県河川課のホームページ（http://www.pref.shimane.lg.jp/kasen/）に掲載する。

11 その他

詳細については、島根県土木部河川課管理グループ（電話0852－22－5499）に照会すること。
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